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第１節 事業の概要 

１ 事業の名称 

  旧田口家住宅修繕・活用事業 

 

２ 事業の目的 

豊田市足助地区の中心部である足助町は、重要伝統的建造物群の町並み、数々の伝

統行事など、足助固有の歴史と文化に裏打ちされたまちの品格と紅葉の名所として知

られる香嵐渓を始めとした地域資源が、住民の熱意と努力により、守られ、継承され

てきた。 

しかしながら、近年、人口減少及び少子高齢化が顕著となっており、観光需要の減

退と事業主の高齢化・後継者不足を背景とした店舗数の減少などの状況が顕在化して

きている。 

こうした現状を打破するためには、豊田市・（下「市市 という。）は地域と共に下「の

基本方針を定めて取り組むことを決定した。 

【基本方針】 

（１）足助地区拠点内の観光資源の戦略的な活用 

   足助地区拠点内の足助の町並みは、古くから足助地区の中心地として栄えた商家町で

あり、飲食店、雑貨販売、理美容室、個人医院、金融機関等によって足助地区全体の暮

らしを支えてきた。今も地域の暮らしを支える町並みが、重要伝統的建造物群保存地区

への選定を受けたことや、国重要文化財旧鈴木家住宅等の観光資源となりうる公有財産

を保有することから、町並みや公有財産の戦略的な活用及び町並みの空き家等への商業

機能の誘導により観光誘客及び消費拡大を図り、足助地区の暮らし機能を維持する。 

   また、通年型観光を目指し、社会的トレンドやニーズを踏まえた山村地域及び足助地

区ならではの遊び・体験等のコンテンツの提供などに着手する香嵐渓や、観光玄関口エ

リアとの連携により誘客・周遊を促進することで効果を拡大する。 

（２）暮らしが残る町並みへの居住の誘導 

   足助の町並みは、足助地区を支える商業機能であるとともに、地域住民により、生活

感のあるまちづくりを掲げ、生活の場であり続けるために、次世代やこの町を愛する人

たちにこの町並みをより良く住み継ぐ工夫をしてきた。それを踏まえ、改めて地域と連

携し、空き家等を活用した居住の誘導を行うとともに、多様なニーズに合わせた住居を

設置し、商業の担い手等を確保して暮らし機能を維持する。 

基本方針により、地域資源を生かした事業により、都市部や他の地域にはない地域

固有の魅力を創出できる担い手の確保と地域資源を活用するための仕組みの構築が必

要である。 

これらを背景として、市が所有する旧田口家住宅を修繕・活用する本事業をリーデ

ィングプロジェクトとして位置づけ、民間事業者の自由な発想と優れた経営ノウハウ

により、足助の特色を生かしながら、地域の新たな拠点となって関係人口を創出し、

地域活性化や観光振興につなげることを目的とする。 
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  事業の内容 

本事業は、旧田口家住宅の修繕・活用の整備に係る提案を公募し、優秀と認められる

提案を行った事業者を選定し、設計事業者が設計した内容により市が整備を行い、運営

事業者に賃貸借契約により貸し付け、収益事業として維持管理運営を担わせるものであ

る。 

 

４ 提案限度額  

 設計委託契約請負代金に関する提案限度額は、金１ ，７５０，０００円（消費税

及び地方消費税を含む。）とし、提案価格は提案限度額を超えないこと。 

 

５ 事業の流れ（予定） 

① 選定事業者の決定（令和８年 月） 

市は応募事業者から提出された提案の審査を選考委員会で行い、選定事業者を決定

する。 

② 基本協定の締結（令和８年４月） 

選定事業者は提案書に基づき、市との間で協議の上、協定事業者の権利、義務、各

事業を担当する事業者等を定めた基本協定を締結する。（別紙１市基本協定書

（案） ） 

③ 設計委託契約の締結（令和８年４月） 

設計事業者は、市との間で協議の上、設計委託契約を締結する。（別紙２市豊田市

工事関係委託契約約款 ） 

④ 施設の基本設計の実施（令和８年４月～６月） 

設計事業者は、設計委託契約に基づき、基本設計を実施する。なお、本事業は国の

補助金を申請する予定であり、上記期間に関わらず、設計事業者は補助申請手続きの

スケジュールに対応して設計を行う。また、国の補助金の交付の可否により、⑤を含

め事業期間が変更することがある。 

⑤ 施設の実施設計の実施（令和８年７月～令和９年 月） 

国の補助金の交付決定後、市は実施設計を実施する。 

⑥ 修繕工事の実施（令和９年４月～令和１１年 月予定） 

市は一般競争入札により施工事業者を選定し、修繕工事及び除却工事を実施する。

なお、修繕工事の進捗により延長する可能性もある。  

⑦ 賃貸借契約の締結（令和１１年４月下降） 

修繕工事完了後、基本協定により定めた運営事業者は、公有財産定期建物賃貸借契

約を公正証書にて締結する。（別紙 市公有財産定期建物賃貸借契約書（案）  

⑧ 対象物件の引き渡し（令和１１年４月下降） 

⑨ 運営事業者による備品等整備、維持管理・運営業務の開始（令和１１年４月下

降） 
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６ 協定事業者の業務範囲 

（１）設計業務 

① 設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容は次による。 

(ア) 一般業務の内容は、令和６年国土交通省告示第８号別添１第１項第 1 号に規定

する市基本設計 に関するものとする。 

(イ) 追加業務の内容は、下「のとおりとする。 

・国文化庁等の現地指導の立会協力 

・国補助申請及び豊田市足助伝統的建造物群保存地区審議会資料等資料の作成協

力 

② 設計事業者は、設計業務を統括する管理技術者を配置する。 

③ 設計事業者は、ヘリテージマネージャー又は木造古建築（築５０年下上の建造物）

の改修設計の実績があり、必要な資格を有する担当技術者（一級建築士等）を配置

する。 

（２）維持管理・運営業務 

① 維持管理・運営業務は、下「のとおりとし、具体的な内容は提案による。 

(ア) 備品等の設置 

(イ) 施設運営（宿泊業、パブリックスペース等） 

(ウ) 建物維持管理 

② 運営事業者は、宿泊業等の実施する事業に関し、旅館業法の営業許可を得ること。

また、関係法令に基づいて必要な資格を有する担当者を配置する。 

 

７ 費用負担 

（１）市の負担 

① 設計にかかる費用 

② 修繕・改修工事にかかる費用（躯体修繕、耐震補強、外装、内装、設備、外構） 

③ 除却工事にかかる費用 

（２）協定事業者の負担 

① 協定事業者による追加工事 

② 備品にかかる費用 

③ 契約締結にかかる費用（賃貸借契約に関する公正証書作成を含む） 

④ 賃貸借登記にかかる費用 

⑤ 賃貸借期間中の市への賃貸料 

⑥ 運営にかかる費用（宿泊業、パブリックスペース等） 

⑦ 建物の維持管理にかかる費用でリスク分担表に運営者負担とされた費用 

 

 ８ 市から貸与できる参考資料 

   本事業を進めるに当たり、貸与できる参考資料は次のとおりとする。なお、資料貸与

は参加を希望する事業者のみに提供し、本事業の検討のみに使用するものとする。貸与
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資料の扱いは、協力者下外への配布を禁止とし、取扱いに注意すること。また、使用目

的を終えた後には、データ消去を行うこと。 

・旧田口家調査報告書（耐震診断結果等）（令和 、４年度実施） 

 

第２節 修繕・活用の基本方針 

 １ 修繕・活用の基本条件 

足助伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物として、足助の町並みの伝統的な景観に

寄与する修理及び耐震補強を行うとともに、旧田口家住宅が地域の新たな拠点となって

関係人口を創出し、地域活性化や観光振興につながることを目指し、民間運営による交

流機能と宿泊機能を有する施設として活用する。 

 

 ２ 要求水準 

   別紙市要求水準書 参照 

 

第 節 応募事業者の要件 

１ 応募事業者 

（１） 応募事業者の構成 

応募事業者は、単独の法人や個人（下「市単独事業者 という。）、又は複数の法

人や個人（下「市構成員 という。）で構成される連合体（下「市グループ とい

う。）とし、グループの場合は、応募その他の手続等を代表して行う事業者（下「

市代表事業者 という。）を定めるものとする。 

（２） グループの構成 

① 参加表明書の受付後は、原則として構成員の変更及び追加は認めないものとす

る。ただし、市がやむを得ないと認める場合（代表事業者を除く。）は、この限り

でない。この場合において新たに構成員となる者は、公告日にさかのぼって参加

資格要件を満たす者でなければならない。 

② 構成員は、本業務に係る提案を行う他のグループの構成員となることはできない

ものとする。 

 

２ 参加資格要件 

単独事業者又はグループの構成員は、下「の参加資格要件を満たす者であること。 

（１） 単独事業者 

① 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、地方自治法施

行令第１６７条の４第１項又は第２項の規定に該当する者でないこと。 

② 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、会社更生法に

基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをし

ている者でないこと 

③ 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、市から入札参
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加停止又は入札参加保留の措置を受けていない者であること。 

④ 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、市と豊田警察

署の間で締結している市豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合

意書 に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 

⑤ このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別紙４に定める資

本関係や人的関係がない者であること。（資本又は人的関係に該当する者同士が辞

退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありませ

ん。） 

⑥ 公告日において、令和６・７年度の豊田市競争入札参加資格（工事関係委託）（下

「市競争入札参加資格 という。）を有する者であること。 

⑦ 公告日において、設計業務に関わる次に掲げる条件を満たす者であること。 

(ア) 国又は地方公共団体から文化財の指定又は登録された建築物の改修設計を実

施したことがあること。 

(イ) 平成２７年４月下降、官公庁（国、地方公共団体、公社及び独立行政法人に

限る。）発注の設計業務委託で元請として税込金額９００万円下上の履行実績

を有する者であること。 

⑧ 公告日において、宿泊事業に関わる次に掲げる条件を満たす者であること。 

(ア) 豊田市入札参加資格（資格区分の要件なし）を有する、又は国税、県税、豊

田市税の滞納がないこと。 

(イ) 国又は地方公共団体から文化財の指定又は登録された建築物を活用した宿泊

業の運営実績があること。 

（２） グループ 

① 構成員は、（１）①から⑤の要件を満たすこと。 

② 設計事業者は（１）⑥⑦の要件を満たすこと。 

③ 運営事業者は（１）⑧の要件を満たすこと。 

（ ） 単独事業者又は構成員が設立する設立予定事業者による維持管理・運営 

運営事業者については、賃貸借契約前までに新たな法人（下「市設立予定事業者 

という）を設立することを妨げない。この場合において、設立予定事業者は下「の要

件を満たすこと。 

① 単独事業者が有する議決権、又は構成員が有する議決権の合計が全議決権の２分

の１を超える議決権を有すること。また、単独事業者の保有割合、又は構成員の

うちいずれかの事業者の保有割合が出資者中最大となること。 

② 単独事業者、又は構成員のうち、（１）⑧の要件を満たす事業者が 分の１下上の

出資及び役員出向をすること。 

③ 単独事業者、又は構成員は、原則として本事業の契約が終了するまで株式を保有

することとし、市の事前の書面による承認がある場合を除き、譲渡、担保権等の

設定その他一切の処分を行ってはならない。 
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第４節 応募の手続 

１ 選定スケジュール 

令和７年１２月１９日（金）   事業実施の公告、公表、公募の開始 

            業務説明資料等の交付開始 

１２月２６日（金）   現地説明会の開催 

令和８年 １月１２日（月）   質問の受付期限 

１月１６日（金）   質問の回答期限 

１月２１日（水）   参加表明書の受付期限 

１月２６日（月）   参加資格確認通知書の送付 

２月２０日（金）   提案書等の提出期限 

２月２７日（金）   ヒアリング実施及び選考委員会開催 

 月 ６日（金）   選考結果の通知 

優先交渉権者との仕様書の協議開始 

４月 ６日（月）予定 基本協定の締結 

４月 ９日（木）予定 見積徴取及び基本設計業務委託契約締結 

 

２ 募集要項の公表 

（１） 公表期間 令和７年１２月１９日（金）～令和８年１月２６日（月） 

（２） 交付場所 豊田市ホームページのプロポーザル・コンペ実施中のページからダウ    

ンロード 

      市トップページ→事業者向け情報→プロポーザル・コンペ  

 

  現地説明会の開催 

（１） 受付期間 令和７年１２月１９日（金）～令和７年１２月２５日（木） 

（２） 申込方法 豊田市役所足助支所地域振興担当に電話又はメール 

（ ） 説・明・会 日時 令和７年１２月２６日（金）午後１時～ 時 

      ・場所 旧田口家住宅 

 

４ 書類の提出等 

（１）参加表明書の提出 

① 提出期限 令和８年１月２１日（水）午後５時まで 

② 提出場所 豊田市役所足助支所地域振興担当 

③ 提出方法 メール（提出期限必着） 

④ 提出書類  

(ア) 参加表明書（様式１） 

(イ) 応募事業者概要（様式２） 

(ウ) 業務実績（様式 ） 

(エ) 業務実績が確認できる契約書等（実績が確認できる部分のみで可） 
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(オ) 財務諸表（賃借対照表、損益計算書） 

（直近２期分） 

(カ) 国税、県税、豊田市税の滞納がないことを証する書面 

※運営事業者（設立予定事業者に出資する構成員を含む）で、公告日において令

和６・７年度の豊田市競争入札参加資格を有しない事業者に限る。 

■豊田市競争入札参加資格の申請時の確認書類（法人の場合） 

登記事項証明書 
（履歴事項全部証明書） 

法務局で発行。 

納税証明書（国税） 
（未納の税額がないことの証明） 

市法人税 、市消費税及び地方消費税 の納税証
明書（その の ） 

納税証明書（愛知県税）※ 
（未納の税額がないことの証明） 

市法人県民税 、市法人事業税・特別法人事業税・
地方法人特別税 、市自動車税種別割 の納税証

明書 

納税証明書（豊田市税）※ 証明の種類は市完納証明  

■確認書類（個人の場合） 

身元（分）証明書 
本籍地の市区町村で発行。※日本国籍を有し
ない方は在留カード、特別永住証明書の写し 

登記されていないことの証明書
（後見・保佐・補助を受けていな
いことの証明） 

全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課
窓口で発行。また、東京法務局では、郵送申
請も可能。 

納税証明書（国税） 
（未納の税額がないことの証明） 

市申告所得税及び復興特別所得税 、市消費税
及び地方消費税 の納税証明書（その の２） 

納税証明書（愛知県税）※ 
（未納の税額がないことの証明） 

市個人事業税 、市自動車税種別割 の納税証
明書 

納税証明書（豊田市税）※ 証明の種類は市完納証明  

※ 各証明書は発行から カ月下内のものに限る。 

※ 豊田市内（愛知県内）に事業所がない者等で納税証明書が受けられない場合は

市豊田市税（愛知県税）の納税義務がないことの申出書 （様式４）を提出。 

（２） 参加表明の辞退 

参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、提案書の提出期限までに、その旨を

文書（様式自由）に記載し、メール（提出期限必着）により提出すること。 

（ ）質問受付及び回答 

① 受付期限 令和８年１月１２日（月）午後５時まで 

② 受付方法 メール（提出期限必着） 

③ 提出書類 質問書（様式５） 

④ 回  答 令和８年１月１６日（金）までに質問者へメールにて行う。 

（４） 参加資格確認結果の通知 

① 通知期限 令和８年１月２６日（月）まで 

② 通知方法 応募事業者にメールにて行う。 
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（５） 提案書等の提出 

① 提出期限 令和８年２月２０日（金）午後５時まで 

② 提出場所 豊田市役所足助支所地域振興担当 

③ 提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

④ 提出書類 下「の書類を提出すること。（部数は１０部） 

表紙や目次のほか本文中等に、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用

しないこと。 

(ア) 参加申請書（様式６） 

(イ) 実施体制（様式７） 

(ウ) 事業計画（様式８） 

(エ) 整備計画（様式９） 

(オ) 維持管理・運営計画（様式１０） 

(カ) 資金計画・事業収支計画（様式１１） 

(キ) 地域貢献に資する取組事項（様式１２） 

(ク) 見積書（基本設計）（任意様式） 

 

５ 決定方法 

本事業は公募型プロポーザル方式により、選定事業者を決定する。プロポーザル

は、運営事業者の基本的な考え方や、与えられる条件「における提案をもとに、有識

者等で構成する選考委員会で評価し、最適な選定事業者を選考するために実施する。

提案はあくまで優先交渉権者の選考を行うものであり、具体の基本設計及び維持管理

運営業務にあたり、よりよい事業実施に向けて市と選定事業者が協議することを前提

とする。 

 

６ 審査・選定 

   提案書及びプレゼンテーションに基づき、「記のとおり審査を実施する。審査は有識

者及び市職員等から指名する市旧田口家住宅修繕・活用事業プロポーザル選考委員会 

が行い。最も優れている応募事業者を選定事業者として選考し、基本協定締結に向けた

手続を行うものとする。 

（１） ヒアリング及び選考委員会 

① 開催日時 令和８年２月２７日（金）午後 時から午後６時までのうち指定する 

４０分間（時間は、対象者に後日連絡する。） 

② 開催場所 豊田市役所足助支所２階 第２会議室 

③ そ・の・他 

(ア) １社４０分（説明２０分、質疑応答２０分）のヒアリングを行う。 

(イ) プレゼンテーションによる説明及び質疑応答は、応募事業者名を伏せて行うの

で自己紹介は行わないこと。 

(ウ) 全応募事業者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を開催する。 
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(エ) 特段の理由がある場合には、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場

合は、ZOOM による WEB 会議を使用する予定であるため、対応できるようにする

こと。 

（２） 評価基準 

① 「記項目のうち、・（イ）及び（ウ）は評価基準（別紙５）に基づいて選考委員が採点

し、・（ア）及び・（エ）を事務局が採点する。審査の結果、委員全員の合計点が最も高

かった者を優先渉権者に、２番目に高かった者を次点交渉権者とする。ただし、選

考委員評価の合計点が最低基準点５８０点下上の者とする。 

(ア) 業務実績（２４点）【事務局評価】 

ア 事業者の業務実績 

(イ) 実施体制（ ２点）【選考委員評価】 

ア 設計事業者の実施体制 

(ウ) 業務計画等（２００点）【選考委員評価】 

ア 事業計画 

      イ 整備計画 

ウ 維持管理・運営計画 

エ 資金計画・事業収支計画 

オ 地域貢献・取組意欲 

(エ) 価格（１ ６点）【事務局評価】 

ア 価格点１ ６点×（最低見積金額÷見積提示金額） 

（小数点下「は四捨五入） 

『総得点』評価点（１， ２０点）＝ 

業務実績（２４点） 

＋（実施体制（ ２点）＋業務計画等（２００点））×５人 

＋価格（１ ６点） 

② 最高得点のものが同点の場合、評価項目のうち①・（イ）及び・（ウ）の合計得点が高

いものを優先交渉権者として決定する。 

③ 応募事業者が一者の場合でも、最低基準点に達しない者は、選定事業者として選考

しない。 

④ 選考は下「の５名の委員により行う。 

学識者（愛知産業大学 准教授）       堀部 篤樹 

有識者（足助観光協会 会長）        田口 敏男 

 地域活躍部 総合山村室 室長        古澤 彰朗 

  地域活躍部 足助支所 支所長        花木 一也 

     美術・博物部 文化財課足助分室 室長代理  森 泰通 

 

（ ） 選考結果の通知及び協定締結、契約 

① 選考結果通知日  令和８年 月６日（金） 
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選考結果通知後、優先交渉権者と仕様書の協議を開始する。なお、この協議におい

て、選定事業者からの提案内容の変更は、原則として認めないものとする。 

② 基本協定締結（予定）日 令和８年４月９日（木） 

    選定事業者は市旧田口家住宅修繕・活用事業基本協定 の締結に向けて協議を行い、

基本協定書を締結するものとする。 

③ 契約（予定）日  令和８年４月９日（木） 

プロポーザル後、設計事業者に、別途、契約課から見積徴取の上、地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締結する。なお、契約日については、

設計事業者との協議の進捗により、変更となる場合がある。 

 

７ その他 

① このプロポーザルに参加する費用は全て応募事業者の負担とする。 

② 次に掲げる提案は無効とする。 

(ア) 参加資格を有しないものがした提案 

(イ) 見積金額が提案限度額を超える提案 

(ウ) 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

(エ) 市が示した条件に違反した提案 

(オ) 選考委員に故意に接触を図った者、その他選考の公平性に影響を与える行為を

した者の提案 

③ 提出期限後は提出された提案書等の差替え又は再提出を認めない（市から指示があ

った場合を除く。）。 

④ 提出資料は市において審査資料として使用し、その他の目的には使用しないものと

する。 

⑤ 提出書類は返却しない。なお、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第 ４号）の

規定に基づき、提出書類を公開することがある。 

⑥ 本プロポーザルにおいて作成された著作物の著作権等は原則応募事業者に帰属す

るものとする。なお、最優秀提案として選考された提案について、事前に選定事業

者に内容確認を得たうえで、ホームページ等による情報提供及び市の広報媒体での

掲載のために無償で使用できることとする。 

⑦ 選定事業者が、基本協定締結の日までの間に次のいずれかに該当するときは、基本

協定の締結を行わない。なお、この場合は、次点選定事業者と交渉するものとする。 

(ア) プロポーザルの参加資格要件に適合しなくなったとき。ただし、市がやむを得な 

いと認める場合は、参加資格要件を欠く構成員の変更等（代表事業者を除く。）

により当該要件を満たすものとする。 

(イ) 提案に関する書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。 

(ウ) 協定に関する市との協議が整わないとき。 

(エ) その他の事由により協定の締結を遂行することが困難と市が判断したとき。 

⑧ 選考結果通知後の辞退は認めない。なお、受託の辞退等により市に損害が生じた場
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合は、その費用を請求する場合がある。 

⑨ プロポーザルの中止等により、応募事業者に損害等が生じた場合でも市は一切賠償

の責任を負わない。 

⑩ 全ての応募事業者の社名、評価結果（得点）及び順位は、豊田市ホームページ等に

おいて公表する。 

⑪ 本契約の履行結果が優良な場合、本契約に直接関連する令和８年度から令和１１年

度までの旧田口家住宅修繕・活用事業関連業務について、協定事業者と随意契約に

より締結することがある。 

 

第５節・その他 

１・契約に関する事項 

（１）契約に関する協議 

市は、提案内容に基づき選定事業者との協議を実施し、事業の実施内容を明確にし

た上で、選定事業者との基本協定、設計委託契約及び賃貸借契約を締結するものとす

る。 

（２）契約の締結 

設計委託契約及び賃貸借契約の内容は、その締結前であれば提案内容に応じた協議

を可能とする。 

（ ）契約書の作成費用 

契約内容の検討に係る事業者側の弁護士費用、印紙代、公正証書作成費用等の契約

書作成に要する費用は選定事業者の負担とする。 

 

２・市の担当窓口 

・  本事業に関する市の担当窓口は、下「のとおりとする。 

豊田市役所 地域活躍部 足助支所（担当 西村、内藤） 

所在地：〒444-0601・豊田市足助町宮ノ後 26-2 

電・話：0565-62-0601 

E-mail：asuke-shisho@city.toyota.aichi.jp 


